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１ 計画の概要 

（１）計画策定の趣旨 

本市では、平成 29(2017)年に改定した「大分市環境基本計画」に基づき、市・市民・事

業者の協働による施策や事業を推進してきました。 

近年、社会情勢は大きく変化しており、気候変動、生物多様性の損失や環境汚染など、

現在進行形の環境危機のほか、気候変動に対する適応策の推進、生物多様性の保全、プラ

スチックごみの削減、食品ロスの削減などに対応するため、新たな法律の制定や計画の策

定が行われています。 

本計画は、大分市総合計画や第三次計画の総括を踏まえて、本市を取り巻く社会情勢の

変化や新たな環境課題に柔軟かつ適切に対応することを目的として策定するものです。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、大分市環境基本条例に基づき、環境に関わるすべての主体が、目標や計画を

共有し、連携・協働して取り組む施策を総合的、計画的に推進するための基本となる計画

であり、市政運営の最上位計画である「大分市総合計画」における環境分野の個別計画に

位置付けられています。 

本計画の位置付け          
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（３）計画の期間 

計画期間は、令和7（2025）年度から令和16（2034）年度までの10年間とします。 

また、計画の進捗状況等により、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

（４）計画の対象範囲と環境の範囲 

計画の対象地域は、市域全域とします。なお、対象地域を越えた対応が必要な場合は、

大分都市広域圏等の周辺自治体、県、国と連携して対応します。 

本計画が対象とする環境の範囲は、第三次計画に引き続き「自然環境」「快適環境」「生

活環境」「資源循環」「地球環境」及び「環境教育・連携」の 6分野とします。 

 

（５）計画の主体と役割 

本計画の主体は、市、市民、事業者とします。 

目指す環境像を実現していくために、市、市民、事業者がそれぞれの役割を果たし、計

画を推進します。 

 

■市の役割 

市は、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、率

先して自らの事務・事業に伴う環境への負荷の低減に努め、市民、事業者、NPO等団

体とは緊密に連携するとともに、環境保全活動に対しては多方面からの協働と支援を

行い、また、広域的な取組を必要とする施策については、大分都市広域圏等の周辺自

治体、県、国との連携・協力体制の構築に努めます。 

 

■市民の役割 

市民は、日常生活が環境へ負荷を与えていることを認識し、自ら積極的に環境への

負荷の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造に関する施策への協力

をはじめ、地域における環境保全活動への参加に努めます。 

 

■事業者の役割 

事業者は、事業活動が環境へ負荷を与えていることを認識し、公害の未然防止、自

然環境の保全、環境への負荷の低減など自主的な取組に努めるとともに、市が実施す

る環境の保全と創造に関する施策への協力をはじめ、地域環境との共生の主体とし

て、地域における環境保全活動への貢献に努めます。 
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２ 基本理念と環境像 

（１）基本理念 

本計画における基本理念は、大分市環境基本条例に基づくものです。 

大分市環境基本計画の基本理念 

 

 

（２）目指す環境像 

大分市環境基本条例の基本理念にのっとり、大分市総合計画に掲げられた将来像「（仮）

誰もが“幸せ”を実感できるまち OITA」を環境面から実現するため、本計画で目指す環

境像を次のとおり設定します。 

 

大分市の目指す環境像 

自然と共生する 持続可能な環境都市 おおいた 

 

 

  

健全で恵み

豊かな環境の

保全と継承

持続可能な

社会の構築

人と自然の共生

地球環境保全の
積極的な推進

健康で文化的な生活を営むことができる

健全で恵み豊かな環境を確保し、向上さ

せ、将来の世代に継承されること 

すべての者の公平な役割分

担により、環境への負荷を低

減し、環境に配慮した持続可

能な社会が構築されること 

すべての者がそれぞれの

事業活動や日常生活にお

いて、環境に配慮した行

動を行うことにより地球

環境保全が積極的に推進

されること 

本市の多様で豊かな自然環境

を活かし、人と自然との共生が

確保されること 
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３ 施策体系 

目指す環境像「（仮）自然と共生する 持続可能な環境都市 おおいた」を実現するため、

本計画が対象とする環境の 6 分野ごとに、目指すまちの姿として基本目標及び基本施策を

次のとおり設定します。 

 

 

目指す 

環境像 

 

基本目標  基本施策 
     

自
然
と
共
生
す
る 

持
続
可
能
な
環
境
都
市 

お
お
い
た 

 

①豊かな自然 

多様な生物 

と共にいきるまち 

（自然環境） 

 

１ 緑・水環境など豊かな自然を守ります 
 

２ 生物の多様性を守ります  

３ 自然環境の保全につながる取組を推進します 
    
 

②おおいたらしい風景を 

守り活かすまち 

（快適環境） 

 

１ 多様な景観の形成を推進します 
  

２ 歴史・文化を守り、活かします 
    
 

③健康な生活を確保し 

安心して暮らせるまち 

（生活環境） 

 

１ 大気環境を守ります 
  

２ 水・土壌環境を守ります 
    
 

④循環型社会の実現に 

みんなで取り組むまち 

（資源循環） 

 

１ ４Ｒに取り組みます 
  

２ ごみの適正処理・資源循環を推進します 
    
 

⑤ゼロカーボンシティ 

を実現するまち 

（地球環境） 

 

１ 気候変動の緩和策に取り組みます 
  

２ 気候変動の適応策に取り組みます  

  

３ 事業者等と連携した取組を推進します 
    
 

⑥みんなで 

環境保全に取り組むまち 

（環境教育・連携） 

 

１ 環境教育・環境学習に取り組みます 
  

２ 市民・事業者・NPO等と連携した取組を推進します 
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４ 目標達成のための取組 

基本目標１ 豊かな自然 多様な生物と共にいきるまち（自然環境） 

関連する 

SDGsの目標 

 

「生物多様性の損失」は、現在直面している環境危機の 1 つに挙げられており、本市に

ある豊かな自然環境や生物多様性も、人間活動や外来生物によりその存在が脅かされてい

ます。多様な生物の生息生育の場であるとともに、私たちに様々な恵みをもたらす自然環

境を良い状態で次の世代に引き継ぐために、取組を推進するまちを目指します。 

 

基本施策１ 
 

緑・水環境など豊かな自然を守ります 
 

基本施策２ 
 

生物の多様性を守ります 
 

基本施策３ 
 

自然環境の保全につながる取組を推進します 
 

 

 

基本目標２ おおいたらしい風景を守り活かすまち（快適環境） 

関連する 

SDGsの目標 

 

本市には 800 を超える公園・緑地があり、市民協働のもと適切な維持管理に努めていま

すが、今後は、少子高齢化の進展等を踏まえた対応が必要となります。さらに、人口減少

により、空き家や空き地が増加することで、まちの環境が悪化することが懸念されます。 

本市の特性を踏まえた景観の形成とともに、市内の歴史遺産について各主体が学ぶこと

で、地域への愛着を育むまちを目指します。 

 

基本施策１ 
 

多様な景観の形成を推進します 
 

基本施策２ 
 

歴史・文化を守り、活かします 
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基本目標３ 健康な生活を確保し安心して暮らせるまち（生活環境） 

関連する 

SDGsの目標 

 

健康で安全な生活環境の確保を図るためには、大気・水・土壌等の汚染・汚濁の防止が

不可欠です。本市の大気・水・土壌環境については、公害防止協定をはじめとする官民が

連携した取組により、環境基準項目の年平均値は概ね良好な状況にあります。一方で、環

境基準非達成となっている光化学オキシダントは、引き続き適切に常時監視を実施すると

ともに、市民への情報提供を行い、健康被害を未然に防止する必要があります。 

また、法令の改正により規制強化が図られているアスベスト（石綿）に加えて、有害大

気汚染物質やその他の化学物質等についても、適切な規制や指導、啓発等により、安心し

て暮らせる生活環境が求められています。 

環境状況の把握とともに、適切な規制や指導、啓発等により、健康被害を未然に防止す

ることで、安心して暮らせるまちを目指します。 

 

基本施策１ 
 

大気環境を守ります 
 

基本施策２ 
 

水・土壌環境を守ります 
 

 

 

基本目標４ 循環型社会の実現にみんなで取り組むまち（資源循環） 

関連する 

SDGsの目標 

 

4Rを推進することは、資源循環のみならず、カーボンニュートラルにも密接に関係して

いることから、市、市民、事業者の各主体は大量生産・大量消費・大量廃棄型の消費や生

産に代わる、持続可能なライフスタイルや事業のあり方を実践し、循環型社会を実現する

まちを目指します。 

 

基本施策１ 
 

４Ｒに取り組みます 
 

基本施策２ 
 

ごみの適正処理・資源循環を推進します 
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基本目標５ ゼロカーボンシティを実現するまち（地球環境） 

関連する 

SDGsの目標 

 

 

地球温暖化をはじめとする気候変動問題は、昨今「気候危機」とも呼ばれ、気温上昇を

世界的に 1.5℃に抑えるとするパリ協定の目標の達成に向けて、早急な対策が求められて

います。本市では、令和 3（2021）年に「ゼロカーボンシティ」を表明しており、気候変動

問題へ早急に取り組み、2050年カーボンニュートラルを実現するまちを目指します。 

 

基本施策１ 
 

気候変動の緩和策に取り組みます 
 

基本施策２ 
 

気候変動の適応策に取り組みます 
 

基本施策３ 
 

事業者等と連携した取組を推進します 
 

 

 

基本目標６ みんなで環境保全に取り組むまち（環境教育・連携） 

関連する 

SDGsの目標 

 

 

第三次計画では、リーディングプロジェクトとして、環境教育・連携分野について重点

的に施策を推進してきました。 

一人ひとりが主体的に学び、行動し、その行動をパートナーシップを通じて大きな社会

変革へとつなげ、持続可能な環境保全活動を推進するまちを目指します。 

 

基本施策１ 
 

環境教育・環境学習に取り組みます 
 

基本施策２ 
 

市民・事業者・NPO等と連携した取組を推進します 
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５ 環境教育等の推進 

（１）背景と基本的な考え方 

■背景 

第三次計画においてリーディングプロジェクトとして推進してきた「ひとを育てる環境

教育プロジェクト」を継続、発展させるため、本計画では「環境教育等による環境保全の

取組の促進に関する法律」の主旨を踏まえ環境教育等の推進を重要な取組分野として取り

扱うこととします。 

 

■基本的な考え方 

私たちの日々の暮らしと世界中の環境問題は密接につながっています。そして、環境問

題の解決には、本市の環境について、自ら向き合い、自ら行動する人材を育成するために、

子どもから大人まで生涯を通じて学ぶ機会や場を創出していくとともに、一人ひとりの市

民、個々の事業者が、将来にわたり継続的に環境に配慮した行動をとることが重要です。 

そのためには、私たちの生活が環境の恵みの上に成り立っていることを実感し、私たち

の活動に起因する環境負荷が、環境に大きな影響を及ぼしていることを理解し、問題の本

質や取組の方法を自ら考え、解決する能力を身に付け、実際の「行動」に結び付けていく

持続可能な開発のための教育（ESD）の推進が重要です。 

さらに、環境を軸とした成長を進める上で、環境保全活動に加えて、市民、事業者、NPO

等団体、学校、行政等の連携が不可欠です。 

 

（２）取組方針 

背景と基本的な考え方を踏まえて、本市における環境教育等は以下の取組方針に基づき

推進します。 

 

取組方針  内容 
   

（１） 
あらゆる主体・世代への 

環境教育・環境学習の推進 

 

学校や家庭、地域、職場などあらゆる場において、幅広い世代

を対象とした環境教育・環境学習の機会を提供します。 
 

   

（２） 環境人材の育成と活用 

 

環境教育や環境保全活動等の推進において、指導者や地域に

おける環境保全活動を担う環境人材を育成し、各主体の活動

と連携し活用することで持続的な活動を支援します。 

 

   

（３） 
地域資源を活かした体験の 

機会と場の整備・活用 

 

自然体験活動をはじめとして、本市の地域資源を活かした体

験活動への参加機会を拡充するとともに、体験の場を整備す

ることで、地域環境への関心・愛着を高めます。 
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出典：こども環境白書（環境省） 
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６ 計画の推進体制・進行管理 

（１）計画の推進体制 

下記の体制により、計画を着実に推進していきます。 

計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の進行管理 

本計画の推進にあたっては、PDCAサイクルの手法を活用します。 

また、「進捗状況の把握（Check）」は毎年度実施し、大分市環境審議会に報告するととも

に、年次報告書として大分市環境白書、ホームページなどに掲載し、公表します。 

 

計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤次年度に向けた事業の

見直し、改善 
Plan 

(計画の策定) 

Do 
(事業の実施) 

①本計画に基づ

く事業の立案 

②事業、施策の実施 

各主体による取組の推進 

③環境審議会による提言、

評価 

④進捗状況の把握、公表 

Check 
(進捗状況の

把握) 

ＰＤＣＡ 

サイクルによる 

継続的改善 

Action 
(計画の 

見直し) 

大分市 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境基本計画の策定 

〇環境施策の推進 

〇事務・事業活動における環境保全

活動の実践 

〇施策の点検、評価、分析、とりま

とめ、改善 

連携 
・ 

協力 

【
国
・
県
・
近
隣
自
治
体
】 

意見・提言 

【大分市環境審議会】 

〇環境施策に対する審議・提言 
〇計画の進捗状況の把握・評価 意見・提言 

報告 

 

【事 業 者】 
〇事業活動における環境保全
活動の実践 

【市 民】 
〇日常生活における環境保全
活動の実践 

【関係団体】 
〇協働事業の展開 
○環境保全活動の啓発・実践 

公表 
・ 

情報共有 

【大分市地球環境保全推進本部】 

【事務局（環境対策課）】 

【関係課】 

指示 報告 調整 
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